
施設基準の改正により、平成２８年１月１日又は平成２８年３月３１日におい
て現に当該点数を算定していた保険医療機関又は保険薬局であっても、

平成２８年４月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
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〔基本診療料①〕

１
一般病棟入院基本料（７対１入院基本料に限る）
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

２
一般病棟入院基本料（１０対１入院基本料に限る）
〔平成２９年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

３
一般病棟入院基本料の注６に掲げる看護必要度加算２又は３
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

４ 一般病棟入院基本料の注１２に掲げるＡＤＬ維持向上等体制加算

５
療養病棟入院基本料の注１０に掲げる在宅復帰機能強化加算
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

６
療養病棟入院基本料（注１１に掲げる届出に限る）
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

７
特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。７対１入院基本料に限る）
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

８
特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。１０対１入院基本料に限る）
〔平成２９年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕
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〔基本診療料②〕

９
特定機能病院入院基本料の注５に掲げる看護必要度加算２又は３
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

１０ 特定機能病院入院基本料の注１０に掲げるＡＤＬ維持向上等体制加算

１１
専門病院入院基本料（７対１入院基本料に限る）
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

１２
専門病院入院基本料（１０対１入院基本料に限る）
〔平成２９年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

１３
専門病院入院基本料の注３に掲げる看護必要度加算２又は３
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

１４ 専門病院入院基本料の注９に規定するＡＤＬ維持向上等体制加算

１５
総合入院体制加算１
〔平成２８年１月１日において現に当該点数に係る届出を行っている保険医療機関であって、

平成２９年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

１６

総合入院体制加算３
〔平成２８年１月１日において現に旧算定方法別表第１区分番号Ａ２００に掲げる総合入院体制加
算２に係る届出を行っている保険医療機関であって、平成２９年４月１日以降に引き続き算定する
場合に限る〕
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〔基本診療料③〕

１７
急性期看護補助体制加算
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

１８

看護職員夜間１２対１配置加算２
〔平成２８年３月３１日において現に旧算定方法別表第１区分番号Ａ２０７－４に掲げる看護職員
夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、平成２８年１０月１日以降に引き
続き算定する場合に限る〕

１９ 後発医薬品使用体制加算

２０
救命救急入院料２又は４
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕

２１
特定集中治療室管理料
〔平成２８年１０月１日以降に引き続き算定する場合に限る〕
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